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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第33期中の１株当たり中間純損失の算定にあたっては、優先株式の発行価額を控除して算定しております。

３．第31期中、第32期中、第33期中及び第32期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、中

間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

４．第31期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権に係るプレミアムが生じていないた

め記載しておりません。 

５．第32期の当期純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるも

のであります。 

回次 第31期中 第32期中 第33期中 第31期 第32期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（千円) 6,126,205 5,770,137 5,711,321 12,934,912 12,528,297 

経常損益(△：損失)（千円） △114,244 △167,041 △41,634 23,578 19,357 

中間(当期)純損益(△：損失)

（千円） 
△116,093 △265,799 △132,878 7,738 △1,012,159 

純資産額（千円） 517,249 380,492 505,221 651,629 △358,808 

総資産額（千円） 9,000,730 8,786,433 7,934,344 9,024,397 7,789,714 

１株当たり純資産額（円） 119.23 87.70 △113.83 150.20 △82.71 

１株当たり中間(当期)純損益

（△：損失）（円） 
△26.76 △61.27 △32.25 1.78 △233.3 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 5.7 4.3 6.4 7.2 △4.6 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△66,548 △218,290 △38,014 148,797 76,564 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△19,219 △4,396 10,084 △12,513 29,465 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
82,591 190,477 288,605 △61,030 △27,241 

現金及び現金同等物の中間期

末(期末)残高（千円） 
99,543 145,763 517,436 177,973 256,761 

従業員数 

[外、平均臨時従業員数] 

（人） 

404 

[95] 

346 

[84] 

335 

[86] 

389 

[91] 

327 

[86] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第33期中の１株当たり中間純損失の算定にあたっては、優先株式の発行価額を控除して算定しております。

３．第31期中、第32期中、第33期中及び第32期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、中

間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

４．第31期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権に係るプレミアムが生じていないた

め記載しておりません。 

５．第32期の当期純利益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるも

のであります。 

５．第33期中の発行済株式総数には優先株639,500株が含まれております。  

回次 第31期中 第32期中 第33期中 第31期 第32期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（千円） 5,848,945 5,571,267 5,592,031 12,362,713 12,091,399 

経常損益（△：損失）(千円) △111,143 △159,316 △70,031 18,940 32,735 

中間(当期)純損益(△：損失)

（千円） 
△105,340 △256,936 △146,927 12,650 △1,000,835 

資本金（千円） 770,039 770,039 1,270,039 770,039 770,039 

発行済株式総数（株） 4,338,901 4,338,901 5,005,828 4,338,901 4,338,901 

純資産額（千円） 531,086 397,098 510,238 659,371 △339,742 

総資産額（千円） 8,892,041 8,709,274 5,880,144 8,919,544 7,740,482 

１株当たり純資産額（円） 122.42 91.53 △112.68 151.99 △78.31 

１株当たり中間(当期)純損益

（△：損失）（円） 
△24.28 △59.22 △35.49 2.92 △230.69 

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間(年間)配当額

（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 6.0 4.6 8.7 7.4 △4.4 

従業員数 

[外、平均臨時従業員数] 

（人） 

349 

[80] 

295 

[72] 

325 

[86] 

332 

[77] 

276 

[72] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。  

３【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、連結子会社であった株式会社野田は当社との吸収合併により解散いたしました。ま

た、前連結会計年度において、持分法適用の関連会社であった株式会社ナップチェーンは当社が株式を追加取得し連

結子会社となりました。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員（１日８時間換算）を

外数で記載しております。 

    ２．「その他事業」とは、フランチャイズ事業、自動車販売業、自動車燃料事業、保険代理業、通信販売業及び

不動産管理業であります。 

(2）提出会社の状況 

  （注）１．従業員数には当社からの出向者10名は含まれておりません。 

    ２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員（１日８時間換算）を

外数で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

事業部門の名称 従業員数（人） 

自動車用品の小売事業 237 [73] 

自動車用品の卸売事業 42 [ 2] 

中古自動車用品販売業 23 [ 5] 

軽板金・軽塗装業 7 [ 2] 

車検・整備業 6 [ 2] 

その他事業 2 [－] 

管理部門等 18 [ 2] 

合計 335 [86] 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 325 [86]  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間における我が国の経済は、民需主導による緩やかな成長を続けております。企業の設備投

資意欲は旺盛で、個人への還元は少ないものの、雇用改善の動きは継続しており、個人消費にも明るさがでてき

ております。 

 当社グループを取り巻く自動車用品業界におきましては、ＤＩＹ、カーディーラー、ガソリンスタンドあるい

はディスカウントショップ等との業態を超えた競争が繰り広げられており、メーカー純正オプションの充実等も

あって、引き続き厳しい事業環境にあります。 

 このような状況のなか、当社グループは、「高収益企業への転換」と「カー用品業界のパイオニアとして第二

の成長期」への展開を目指して「戦略的経営革新」を実行いたしました。 

① 新経営体制の確立 

 本年６月29日、定時株主総会のご承認をいただいて経営体制を一新。当社常駐の経営コンサルタントを、

取締役統括本部長として迎え、マネジメント力と営業力を強化する「経営改革プロジェクト」を、全社一丸

となって推進していく、フラットで、機能的な体制を確立いたしました。 

② 優先株式10億円発行 

 本年７月31日、自己資本の拡充及び財務基盤の強化を図るとともに、攻めの経営に必要な設備投資等を行

なうために、優先株式10億円を発行しました。 

③ 本年８月１日、経営効率の改善を図るため、グループ各社を、機能に応じて戦略的に再編しました。具体的

には、当社１００％子会社である株式会社ディスモンドに資産管理機能を集約するために吸収分割を実施。

また、一体的・効率的な業務運営のために、当社１００％子会社である株式会社野田を吸収合併しました。 

 また、事業価値向上に向けた仕入戦略を遂行するために、本年８月21日より、当社１００％子会社である

株式会社ナップチェーンに、グループの仕入機能を集中しました。 

 新経営体制の下、小売事業のモンテカルロ、卸売事業のスズカブレーン、中古自動車用品販売業の藏之助、軽

板金・軽塗装業のカーコンビニ倶楽部・モンテカルロ板金塗装、車検・整備業の光速王を機軸に、更なる経営の

効率化や顧客満足の追求に努め、収益体質の定着を図ってまいりました。 

 基幹事業である小売事業におきましては、堅調な客数推移に支えられオイル交換等のメンテナンス部門と工賃

収入は好調に推移しましたが、タイヤ部門では昨年並みの売上高を確保するにとどまりました。また、カーエレ

クトロニクス部門ではＥＴＣは好調に伸ばしたものの、ナビゲーション等の売上減少もあり、小売事業全体では

若干前年実績を下回りました（ただし、本年１月に閉店した四日市店の前年同期売上高１億３百万円を勘案すれ

ば既存店ベースでは増収）。卸売事業・板金塗装部門は前年並みの売上高で推移しましたが、フランチャイズ事

業及び中古カー用品部門は伸び悩みました。  

 なお、期間中の店舗数に変更はなく、小売事業のモンテカルロ29店舗、中古自動車用品販売業の藏之助７店舗

（４店舗は併設）、軽板金、軽塗装業のカーコンビニ倶楽部４店舗（併設）、モンテカルロ板金塗装１店舗（併

設）、車検・整備業の光速王２店舗（併設）となり、当中間連結会計期間末の小売事業から車検・整備業までの

４事業における店舗数は32店舗（11店舗は併設）となっております。 

 また、フランチャイズ事業における、期間中の店舗数も６店舗と変更はなく、当中間連結会計期間末のモンテ

カルロチェーン総店舗数は38店舗（11店舗は併設）となっております。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は57億11百万円となり、前年同期と比べ59百万円（1.0％）の減収にな

りました。 

 収益面につきましては、昨年来実施してまいりました「経営改革プロジェクト」で、特にピット関連の営業活

動に注力した結果、前年比大幅に改善しました。 

 なお、事業部門別の売上高は、小売事業38億85百万円（中古自動車用品販売業２億34百万円含む）と前年同期

と比べ59百万円減収（ただし、上記のとおり既存店ベースでは増収）、卸売事業13億35百万円と前年同期と比べ

１百万円増収、フランチャイズ事業３億36百万円と前年同期と比べ３百万円減収、その他の事業１億53百万円

（軽板金・軽塗装業、自動車燃料事業等）と前年同期と比べ１百万円減収になりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、第三者割当による優先株式の発行等により前

連結会計年度末に比べ２億60百万円増加し、当中間連結会計期間末には５億17百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は38百万円（前年同期は２億18百万円）となりました。これは主に税金等調整

前中間純損失が１億23百万円（前年同期は２億61百万円）となったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、得られた資金は10百万円（前年同期は△４百万円）となりました。これは主に有形固定資産

の取得により15百万円（前年同期は32百万円）の支出があったものの、敷金保証金の返還により20百万円（前年

同期はゼロ）の収入があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は２億88百万円（前年同期は１億90百万円）となりました。これは主に第三者

割当の優先株式の発行による収入が９億96百万円（前年同期はゼロ）となったことによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

① 生産実績 

 （注）１．連結子会社の株式会社ディスモンドは前年同期に生産を行っておりましたが、当連中間結会計期間より不動

産管理会社に移行したため、前年同期比が著しく減少しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 商品仕入実績 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．「その他の事業」は、主として自動車燃料事業であります。 

(2）受注実績 

 当社グループは、主に需要予測を考慮した見込生産方式を取っているため、受注状況については特記すべき事項

はありません。 

事業内容 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

自動車用品の小売事業（千円） 1,140 16.8 

自動車用品の卸売事業（千円） 2,715 21.8 

合計（千円） 3,856 20.0 

事業内容 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

自動車用品の小売事業（千円） 2,855,632 110.7 

自動車用品の卸売事業（千円） 1,203,209 99.2 

フランチャイズ事業（千円） 327,552 95.6 

その他の事業（千円） 85,875 81.8 

合計（千円） 4,472,270 105.5 



(3）販売実績 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２.「自動車用品の小売事業」の売上高の中には、その他の事業のうち中古自動車用品販売業の売上高を含めて

おります。 

３.「その他の事業」の「軽板金・軽塗装業等」の中には、株式会社エイテックの通信販売業の売上高、株式会

社ディスモンドの不動産管理業の売上高及び株式会社モンテカルロの軽板金・軽塗装業、車検・整備業、自

動車販売業、自動車燃料事業等の売上高が含まれております。 

４．主要顧客（総販売実績に対する割合が10％以上）に該当するものはありません。 

事業内容 
当中間連結会計期間 

前年同期比 
（％） 

売上高（千円） 構成比（％） 

(自動車用品の小売事業)       

タイヤ・ホイール 714,501 12.5 97.4 

オーディオ・ビジュアル 1,256,329 22.0 95.7 

部品・用品等 1,001,794 17.5 104.0 

その他 913,057 16.0 97.6 

小計 3,885,682 68.0 98.5 

(自動車用品の卸売事業)       

タイヤ・ホイール 96,666 1.7 85.1 

カースポーツ用品 735,319 12.9 90.9 

その他 503,869 8.8 122.3 

小計 1,335,855 23.4 100.1 

(フランチャイズ事業)       

タイヤ・ホイール 90,657 1.6 90.7 

オーディオ・ビジュアル 150,136 2.6 98.8 

その他 95,714 1.7 109.2 

小計 336,509 5.9 99.1 

(その他の事業)       

軽板金・軽塗装業等 153,274 2.7 101.2 

合計 5,711,321 100.0 99.0 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社グループは、多様化している消費者に満足していただけるアルミホイールの開発に努め、より高品質でありな

がらリーズナブルな価格で提供できるように、販売店舗と直結した担当者が開発を行っております。 

 アルミホイール業界では、アジア諸国からの輸入品を中心とした製造コストの安い商品の流通が増えており、市場

価格は、下落傾向にありますが消費量は増加傾向にあります。 

 当社グループといたしましては、台湾系の会社の中国工場で生産された製品を輸入しておりましたが、直接中国の

会社で生産されたアルミホイールの調達が可能となり、一層の製造コストの削減ができました。これからも、中国の

工場との連携をより一層強化する計画であります。価格競争力のあるアルミホイールを販売することにより輸入量の

増加を図りさらなるコストダウンを目指しております。 

当中間連結会計期間の研究開発費は4,037千円であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1)重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

(2)重要な設備計画の完了 

該当事項はありません。 

(3)重要な設備の新設、除却等の計画 

該当事項はありません。 

(4)重要な設備の除却 

該当事項はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注１） 「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月１日からこの半期証券報告書提出日までの優先株式の普通株

式への転換による増減は含まれておりません。 

（注２） 第１回Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

（１）優先配当金 

①優先配当金の計算 

 当社は、剰余金の配当（配当財産の種類を問わない。）を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主

名簿に記載又は記録された第１回Ａ種優先株式を有する株主（以下「本優先株主」という。）又は第１回

Ａ種優先株式の登録株式質権者（以下「本優先株式質権者」という。）に対し、同日の最終の株主名簿に

記載又は記録された当社第１回Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又は当社第

１回Ｂ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先株式質権者」という。）及び、当社の普通株式（以

下「普通株式」という。）を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（以下「普通株質権者」という。）に先立ち、第１回Ａ種優先株式１株につき、第１回Ａ種優先株式の払

込金額（金1,000円）に対し、年率７％の優先配当年率に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日（同

日を含む。ただし、平成18年４月１日から開始する事業年度においては、払込期日である平成18年７月31

日）から当該配当の基準日（同日を含む。）までの期間につき日割り計算により算出される額（以下「第

１回Ａ種優先株式配当金」という。）の配当（以下「第１回Ａ種優先配当」 という。）をする。ただし、

すでに当該事業年度に属する日を基準日とする第１回Ａ種優先配当をしたときは、かかる第１回Ａ種優先

配当の累積額を控除した額とする。 

②累積条項 

 ある事業年度において本優先株主又は本優先株質権者に対して支払う配当の額が、第１回Ａ種優先株式

１株につき、第１回Ａ種優先株式の払込金額（金1,000円）に対し年率７％の優先配当年率を乗じて得られ

る額に達しない場合には、その不足額（「第１回Ａ種優先株式未払配当金」という。）は翌事業年度以

降、年７％の利率で複利計算により累積するものとし、累積した第１回Ａ種優先株式未払配当金（以下

「累積第１回Ａ種優先株式未払配当金」という。）は、第１回Ａ種優先株式配当金及び第１回Ｂ種優先株

式配当金並びに普通株主又は普通株質権者に対する配当に先立って支払われるものとする。 

③非参加条項 

本優先株主又は本優先株質権者に対しては、第１回Ａ種優先株式配当金を超えて配当は行わない。  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 10,000,000 

第１回Ａ種優先株式 600,000 

第１回Ｂ種優先株式 40,000 

計 10,640,000 

種類 

中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成18年９月30日） 

  

提出日現在発行数
（株） 

（平成18年12月28日） 
（注１） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 4,366,328 4,366,328 ジャスタック証券取引所 － 

第１回Ａ種優先株式 600,000 600,000 － （注２） 

第１回Ｂ種優先株式 39,500 39,500 － （注３） 

計 5,005,828 5,005,828 － － 



（２）残余財産の分配 

 当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主又は本優先株質権者に対して、Ｂ種優先株主、Ｂ種優

先株質権者、普通株主又は普通株質権者に先立ち、第１回Ａ種優先株式１株につき1,000円（ただし、第１

回Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、

当社取締役会により合理的に調整された額とする。）を支払う。本優先株主又は本優先株質権者に対して

は、前記のほか、残余財産の分配は行わない。  

（３）議決権  

第１回Ａ種優先株式株主は、当社普通株主総会における議決権を有しない。 

（４）買受け 

 当社は、本優先株主との合意があるときは、日本の法令に従い、いつでも第１回Ａ種優先株式の一部又

は全部を買い受け、これを消却することができる。 

（５）株式の併合又は分割新株引受権等  

 当社は、法令に定める場合を除き、第１回Ａ種優先株式について、株式の併合又は分割を行わない。当

社は、本優先株主に対しては、本優先株主の地位に基づいて新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約

権付社債の引受権を与えない。  

（６）対価を金銭とする取得条項  

 当社は、以下の条件で、第１回Ａ種優先株式を取得することができるものとし、これと引換えに、本優

先株主に、以下に定める金額を支払うものとする。  

①当社が第1回Ａ種優先株式を取得するための条件  

当社が別に定める日が到来すること。  

②取得する株式の決定方法  

 当社は、当社が別に定める日が到来した場合、本件株式の全部又は一部を取得することとする。この場

合に取得する株式の決定は、当社の取締役会決議により行う。  

③第１回Ａ種優先株式１株を取得するのと引換えに当該株主に交付する財産の内容及び額  

 第１回Ａ種優先株式１株につき、金1,000円に１株あたり累積第１回Ａ種優先株式未払配当金（以下に定

義する。）を加えた額とする。「一株あたり累積第１回Ａ種優先株式未払配当金」とは、取得の条件とし

て当社が別に定める日を支払日として日割り計算（初日及び支払日を含む。）により算出した第１回優先

株式累積未払配当金を、当社が取得する本件株式の数で除して得られる金額をいう。  

（７）対価を株式とする取得条項  

 本優先株主は、当社に対し、以下の条件で、第１回Ａ種優先株式を取得することを請求することができ

るものとし、当社は、本優先株主が取得の請求をした第１回Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、以下

に定める金額を支払うものとする。  

①取得請求をすることができる期間  

 取得請求をすることができる期間は、平成21年４月１日より平成28年３月31日までとする。  

②第１回Ａ種優先株式１株を取得するのと引換えに当該株主に交付する財産の内容及び額 

 第１回Ａ種優先株式1株につき、金1,000円に１株あたり累積第１回Ａ種優先株式未払配当金を加えた額

とする。  

（８）対価を金銭とする取得請求権  

 本優先株主は、当社に対し、以下の条件で、第１回Ａ種優先株式を取得することを請求することができ

るものとし、当社は、本優先株主が取得の請求をした第１回Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、以下

に定めるところに従って算出される数の当社の普通株式を、当該本優先株主に対して交付するものとする

（当該取得請求により本優先株主が当社の普通株式を取得することを、以下「転換」という。）。  

①取得請求をすることができる期間  

 取得請求をすることができる期間は、平成21年４月１日より平成28年３月31日までとする。ただし、第

１回Ｂ種優先株式のすべてが当社に取得されるまでは、本優先株主が取得請求をすることができる第１回

Ａ種優先株式の数は、累計で300,000株を上限とする。  



②取得請求の条件  

イ．転換価額  

 当社が第１回Ａ種優先株式１株を取得するのと引換えに本優先株主に交付する普通株式の数を算出

するための基準となる価額（以下、「転換価額」という。）は、①平成18年７月31日に先立つ45取引

日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社

の普通株式の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値または②平成18年7月31日に先立つ6取引日目

に始まる５取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社の普

通株式の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（ただし、当該平均値が平成18年６月９日の株式

会社ジャスダック証券取引所における当社の普通株式の終値の150％に相当する価額を上回った場合

は、当該終値の150％に相当する価額）のいずれか高い価額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を切り捨てる。）とする。  

ロ．転換価額の修正  

転換価額の修正は行わない。  

ハ．転換価額の調整  

ａ．当社は、第１回Ａ種優先株式の発行後、下記ｂに掲げる各事由により当社の普通株式に変更を生じ

る場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）

により転換価額を調整する。 

ｂ．転換価額調整式により第１回Ａ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額

の適用時期については、次に定めるところによる。 

ｉ 下記ｅに定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行し又は当社の

有する普通株式を処分する場合（ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証

券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の転換又は行使による場合を除く。） 

  調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また募集のための株主割当日がある場合はその日

の翌日以降これを適用する。  

ii 株式分割により普通株式を発行する場合 

  調整後の転換価額は、株式分割のために増加する普通株式数をもって新規発行・処分普通株式

数とした上で転換価額式を準用して調整を行うものとし、株式分割に係る基準日の翌日以降これを

適用する。  

iii 下記ｅに定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる

証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合

調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の転

換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出

するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用

する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す

る。  

ｃ．当社は、上記ｂの転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、必要な転換価

額の調整を行う。 

ｉ 株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、又は合併のために転換価額の調整を必要とする

とき。  

ii その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必

要とするとき。  

iii  転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。  

ｄ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。  

ｅ．転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社の普通株式の毎

日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。  

ｆ．この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。  

 調整後転換価額 ＝  調整前転換価額  ×  
既発行普通株式数 ＋ 

新規発行・処分普通

株式数  
×  

１株当たり払込・処

分金額  

 １株当たり時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数  



ｇ．転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が

ない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がない場合には、その直前

日）における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社の普通株式数を控除し

た数とする。  

ｈ．転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し

転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの

差額を差引いた額を使用するものとする。  

（９）転換により発行すべき普通株式数  

第１回Ａ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。  

転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。  

（10）対価を当社普通株式とする取得条項  

 当社は、平成28年３月31日（以下「強制転換日」という。）以降いつでも、対価を普通株式として、

（８）に定める取得請求をすることができる期間中に取得請求がされなかった第１回Ａ種優先株式のすべ

てを取得することができる（当該取得条項により本優先株主が当社の普通株式を取得することを、以下

「強制転換」という。）。この場合、当社が第１回Ａ種優先株式１株を取得するのと引換えに本優先株主

に対して交付する普通株式の数は、1,000円を①転換価額または②強制転換日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社の普通株式の毎日

の終値（気配表示を含む。）の平均値（ただし、当該平均値が転換価額の30％に相当する価額を下回った

場合は、転換価額の30％に相当する価額）のいずれか低い価額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を切り捨てる。以下「強制転換価額」という。）で除して得られる数とする。前記の普通株式数の算

出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。  

（11）読替え等の措置  

 当社が、１単元の株式の数の定めを廃止する場合及び会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読

み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

（注３） 第１回Ｂ種優先株式の内容は、次のとおりであります。  

（１）優先配当金  

①優先配当金の計算  

 当社は、剰余金の配当（配当財源の種類を問わない。）を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主

名簿に記載又は記録された第１回Ｂ種優先株式を有する株主（以下「本優先株主」という。）又は第１回

Ｂ種優先株式の登録株式質権者（以下「本優先株質権者」という。）に対し、同日の最終の株主名簿に記

載又は記録された当社第１回Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又は当社第１

回Ａ種優先株式の登録株式質権者（以下「優先Ａ株質権者」という。）に対する配当の後に、同日の最終

の株主名簿に記載又は記録された当社の普通株式（以下「普通株式」という。）を有する株主（以下「普

通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通株質権者」という。）に先立ち、第１回

Ｂ種優先株式１株につき、第１回Ｂ種優先株式の払込金額（金10,000円）に対し、下記の配当年率（以下

「第１回Ｂ種優先株式配当年率」という。）に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日（同日を含

む。ただし、平成18年４月１日から開始する事業年度においては、払込期日である平成18年７月31日）か

ら当該配当の基準日（同日を含む。）までの期間につき日割り計算により算出される額（以下「第１回Ｂ

種優先株式配当金」という。）の配当（以下「第１回Ｂ種優先配当」という。）をする。ただし、すでに

当該事業年度に属する日を基準日とする第１回Ｂ種優先配当をしたときは、かかる第１回Ｂ種優先配当の

累積額を控除した額とする。第１回Ｂ種優先株式配当年率は、平成18年７月31日（払込期日）以降、次回

の年率修正日（以下に定義する。）の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率と

する。  

第１回Ｂ種優先株式配当年率＝ユーロ円LIBOR（１年物）＋1.00％  

転換により発行すべき

普通株式数 
＝  

第１回Ａ種優先株式株主が転換請求のために提出した 

第１回Ａ種優先株式の発行価額総額  

転換価額  



 第１回Ｂ種優先株式配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。「年

率修正日」は、平成19年４月１日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日を年

率修正日とする。「ユーロ円LIBOR（１年物）」は、平成19年３月31日までは平成18年７月31日において、

平成19年４月１日以降は各年率修正日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）において、ロンドン時間午

前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円

LIBOR１年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるもの

と認められるものを指す。 

②累積条項  

 ある事業年度において本優先株主又は本優先株質権者に対して支払う配当の額が第１回Ｂ種優先株式配

当金に達しない場合には、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。  

③非参加条項 

 本優先株主又は本優先株質権者に対しては、第１回Ｂ種優先株式配当金を超えて配当は行わない。  

（２）残余財産の分配  

 当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主又は本優先株質権者に対して、Ａ種優先株主又は優先

Ａ株質権者に対する分配の後に、普通株主又は普通株質権者と同列で、第１回Ｂ種優先株式１株につき

10,000円（ただし、第１回Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事

由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。）を支払う。本優先株主又は

本優先株質権者に対して前記のほか、残余財産の分配は行わない。  

（３）議決権  

 本優先株主は、当社普通株主総会における議決権を有しない。  

（４）株式の併合又は分割新株引受権等  

 当社は、法令に定める場合を除き、第１回Ｂ種優先株式について、株式の併合又は分割を行わない。当

社は、第１回Ｂ種優先株式株主に対しては、第１回Ｂ種優先株式株主の地位に基づいて新株引受権又は新

株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。  

（５）対価を金銭とする請求権  

 本優先株主は、平成23年４月１日以降、第１回Ａ種優先株式がすべて当社により取得されていることを

条件として、前事業年度における分配可能額の２分の１に相当する金額の範囲内において、当社に対し、

いつでも、第１回Ｂ種優先株式の全部又は一部を、１株につき、金10,000円に１株あたり未払経過配当金

（以下に定義する。）を加算した額を対価として、取得するよう請求することができる。 「１株あたり

未払経過配当金」とは、取得請求の日の前日における第１回Ｂ種優先株式の発行済総数に10,000円を乗じ

て得られた額に、第１回Ｂ種優先株式配当年率を乗じて算出した額（取得請求の日の属する事業年度の４

月１日を始期とし、取得請求の日を終期として、日割り計算で算出するものとする。）を、発行会社が取

得する第１回Ｂ種優先株式の数で除して得られる金額をいう。  

（６）買受け  

 当社は、本優先株主との合意があるときは、日本の法令に従い、いつでも第１回Ｂ種優先株式の全部又

は一部を買受け、これを消却することができる。  

（７）対価を株式とする取得請求権  

 本優先株主は、当社に対し、以下の条件で、第１回Ｂ種優先株式を取得することを請求することができ

るものとし、当社は、本優先株主が取得の請求をした第１回Ｂ種優先株式を取得するのと引換えに、以下

に定めるところに従って算出される数の当社の普通株式を、当該本優先株主に対して交付するものとする

（当該取得請求により本優先株主が当社の普通株式を取得することを、以下「転換」という。）。  

①取得請求をすることができる期間  

取得請求をすることができる期間は、平成18年7月31日以降とする。  

②取得請求の条件 

イ．当初転換価額  

 当社が第１回Ｂ種優先株式１株を取得するのと引換えに本優先株主に交付する普通株式の数を算出

するための基準となる価額（以下、「転換価額」という。）は、当初、平成18年７月28日における株

式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「当初転換価額」と

いう。）とする。  



ロ．転換価額の修正  

 平成18年７月31日以降、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額

は、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、売買高加重平均価格の算出されない日は

除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「時

価算定期間」という。）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日

の売買高加重平均価格の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、本

号ハで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額は、本要項に従い当社が適当と

判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が当初転換価額の30％に相当

する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、本号ハによる調整を受ける。）を下回る場合に

は、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初転換価額の150％に相当する金額（以

下「上限転換価額」という。ただし、本号ハによる調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換

価額は上限転換価額とする。 

ハ．転換価額の調整  

ａ．当社は、第１回Ｂ種優先株式の発行後、下記ｂに掲げる各事由により当社の普通株式に変更を生じ

る場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）

により転換価額を調整する。  

ｂ．転換価額調整式により第１回Ｂ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額

の適用時期については、次に定めるところによる。 

i 下記ｅに定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行し又は当社の

有する普通株式を処分する場合（ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証

券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の転換又は行使による場合を除く。）調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また募集のため

の株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。  

ii 株式分割により普通株式を発行する場合 

  調整後の転換価額は、株式分割のために増加する普通株式数をもって新規発行・処分普通株式

数とした上で転換価額式を準用して調整を行うものとし、株式分割に係る基準日の翌日以降これを

適用する。  

iii 下記ｅに定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる

証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合

調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の転

換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出

するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用

する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す

る。  

ｃ．当社は、上記ｂの転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、必要な転換価

額の調整を行う。  

i 株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、又は合併のために転換価額の調整を必要とする

とき。  

ii その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必

要とするとき。  

iii 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。  

ｄ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。  

ｅ．転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社の普通株式の毎

日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。  

ｆ．この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。  

 調整後転換価額 ＝  調整前転換価額  ×  
既発行普通株式数 ＋ 

新規発行・処分普通

株式数  
×  

１株当たり払込・処

分金額  

 １株当たり時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数  



ｇ．転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が

ない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の応当日（応当日がない場合には、その直前

日）における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社の普通株式数を控除し

た数とする。  

ｈ．転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し

転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの

差額を差引いた額を使用するものとする。  

（８）転換により発行すべき普通株式数 

第１回Ｂ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。  

転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

（９）読替え等の措置  

 当社が、１単元の株式の数の定めを廃止する場合及び会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読

み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。  

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注１）第三者割当 

     発行価格  第１回Ａ種優先株式 1,000円 

     発行株式数  600,000株 

     資本組入額 300,000千円 

     割当先 有限会社ひろしま事業支援ファンド 

     発行価格  第１回Ｂ種優先株式 10,000円 

     発行株式数   40,000株 

     資本組入額 200,000千円 

     割当先 トゥモロウ－ＯＮＥ投資事業有限責任組合 

 （注２）第１回Ｂ種優先株式の普通株式への転換により、第１回Ｂ種優先株式が500株減少しましたが、普通

株式が27,427株増加しました。これに伴う資本金及び資本準備金の増加はありません。 

転換により発行すべき

普通株式数 
＝  

第１回Ｂ種優先株式株主が転換請求のために提出した 

第１回Ｂ種優先株式の発行価額総額  

転換価額  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年７月31日 

（注１）  
640,000 4,978,901 500,000 1,270,039 500,000 715,146

平成18年７月31日～

平成18年９月30日 

（注２）  

26,927 5,005,828 － 1,270,039 － 715,146



(4）【大株主の状況】 

① 普通株式  

② 第１回Ａ種優先株式  

③ 第１回Ｂ種優先株式  

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

森田 浩一 広島市中区 1,386 31.74 

有限会社ケー・アンド・ワイ 広島市中区中島町10番22－1001 290 6.64 

モンテカルロ従業員持株会 広島市西区商工センター４丁目８－１ 204 4.67 

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町１丁目３－８ 190 4.35 

森田 映一 広島市佐伯区 104 2.38 

福留ハム株式会社 広島市西区草津港２丁目６－75 80 1.83 

株式会社もみじ銀行 広島市中区胡町１－24 76 1.74 

株式会社あじかん 広島市西区商工センター７丁目３－９ 74 1.69 

株式会社ユアーズブレーン 広島市中区大手町５丁目２－22 74 1.69 

牧原 一博 広島市佐伯区 62 1.43 

計 ────── 2,541 58.2 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社ひろしま事業支援フ

ァンド 
東京都港区赤坂１丁目11－44 600 100.0 

計 ────── 600 100.0 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

トゥモロウーＯＮＥ投資事業

有限責任組合 
広島市中区紙屋町１丁目２－22 39 98.73 

大和證券エスエムビーシー株

式会社 
東京都千代田区丸の内１丁目８－１ 0 1.26 

計 ────── 39 100.0 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれておりま

す。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個は含まれておりませ

ん。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 優先株式   639,500 － 

「１（1）②発行済株

式」の「内容」の記載を

参照 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,361,000 4,358 － 

単元未満株式 普通株式    5,328 － － 

発行済株式総数 5,005,828 － － 

総株主の議決権 － 4,358 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有式
数の割合(％） 

－ 
  

－ 
－ － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 260 306 230 214 214 200 

最低（円） 227 220 200 176 196 178 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     147,763 519,436   258,761 

２．受取手形及び売
掛金 

※５   436,011 478,155   496,585 

３．加盟店貸勘定 ※１   70,263 61,912   78,633 

４．たな卸資産     2,470,644 2,379,005   2,251,344 

５．その他     242,054 252,949   421,740 

貸倒引当金     △855 △439   △925 

流動資産合計     3,365,881 38.3 3,691,019 46.5   3,506,139 45.0

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※２         

(1）建物及び構築
物 

※３ 976,994   916,587 944,496   

(2）土地 ※３ 2,400,255   1,476,304 1,476,304   

(3）その他   112,679 3,489,929 107,295 2,500,188 105,629 2,526,430 

２．無形固定資産     17,887 17,393   17,602 

３．投資その他の資
産 

          

(1）敷金・保証金 ※３ 1,579,828   1,481,475 1,449,304   

(2）その他 ※３ 371,697   318,838 363,333   

貸倒引当金   △38,790 1,912,735 △74,571 1,725,742 △73,096 1,739,541 

固定資産合計     5,420,552 61.7 4,243,324 53.5   4,283,574 55.0

資産合計     8,786,433 100.0 7,934,344 100.0   7,789,714 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

    1,011,078 908,460   924,310 

２．短期借入金 ※３   5,792,178 3,281,509   5,821,160 

３．未払法人税等     8,675 15,805   12,646 

４．賞与引当金     32,200 33,185   32,200 

５．ポイント引当金     16,914 17,935   17,174 

６．その他     197,523 282,802   242,959 

流動負債合計     7,058,570 80.4 4,539,698 57.2   7,050,451 90.5

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※３   1,037,966 2,623,456   791,270 

２．退職給付引当金     269,215 221,741   264,057 

３．その他     40,189 44,226   42,743 

固定負債合計     1,347,370 15.3 2,889,423 36.4   1,098,071 14.1

負債合計     8,405,940 95.7 7,429,122 93.6   8,148,523 104.6

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     770,039 8.8 － －   770,039 9.9

Ⅱ 資本剰余金     215,146 2.4 － －   215,146 2.8

Ⅲ 利益剰余金     △616,133 △7.0 － －   △1,362,492 △17.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    11,546 0.1 － －   18,604 0.2

Ⅴ 自己株式     △106 △0.0 － －   △106 △0.0

資本合計     380,492 4.3 － －   △358,808 △4.6

負債資本合計     8,786,433 100.0 － －   7,789,714 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 1,270,039 16.0   － －

２．資本剰余金     － － 715,146 9.0   － －

３．利益剰余金     － － △1,495,371 △18.8   － －

４．自己株式     － － △187 △0.0   － －

株主資本合計     － － 489,628 6.2   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － － 15,593 0.2   － －

評価・換算差額等合
計 

    － － 15,593 0.2   － －

純資産計     － － 505,221 6.4   － －

負債純資産計     － － 7,934,344 100.0   － －

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     5,770,137 100.0 5,711,321 100.0   12,528,297 100.0 

Ⅱ 売上原価     4,012,454 69.5 3,899,436 68.3   8,618,889 68.8

売上総利益     1,757,682 30.5 1,811,885 31.7   3,909,408 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１   1,870,771 32.5 1,851,088 32.4   3,781,805 30.2

営業利益(△は営
業損失) 

    △113,088 △2.0 △39,203 △0.7   127,603 1.0

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   5,151   6,427 10,537   

２．受取配当金   1,547   847 2,335   

３．持分法による投
資利益 

  518   － －   

４．受取手数料   12,595   35,916 29,867   

５．受取賃貸料   14,684   15,079 33,634   

６．協賛金収入   5,705   5,708 8,699   

７．退職給付費用減
額差益 

  －   22,039 －   

８．その他   4,608 44,811 0.8 6,887 92,906 1.6 8,466 93,538 0.7

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   92,788   87,780 187,540   

２．株式交付費   －   3,850 －   

３．持分法による投
資損失 

  －   － 753   

４．その他   5,977 98,765 1.7 3,708 95,338 1.6 13,491 201,784 1.5

経常利益(△は経
常損失) 

    △167,041 △2.9 △41,634 △0.7   19,357 0.2

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 134   － 149   

２．投資有価証券売
却益 

  18,491 18,625 0.3 － － － 18,491 18,640 0.1

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 330   － 330   

２．固定資産除却損 ※４ 396   2,288 4,128   

３．たな卸商品評価
損 

  9,699   17,142 9,699   

４．減損損失 ※５  102,855   － 1,026,806   

５．店舗閉店損失   －   － 1,620   

６．役員保険解約損    －   5,035 －   

７．役員退職慰労金   － 113,281 1.9 57,554 82,021 1.5 － 1,042,584 8.3

税金等調整前中
間(当期)純損失 

    △261,698 △4.5 △123,656 △2.2   △1,004,585 △8.0

法人税、住民税
及び事業税 

  3,888   9,221 7,360   

法人税等調整額   212 4,100 0.1 － 9,221 0.1 212 7,573 0.1

中間(当期)純損
失 

    △265,799 △4.6 △132,878 △2.3   △1,012,159 △8.1

            



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     215,146 215,146

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    215,146 215,146

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △350,333 △350,333

Ⅱ 利益剰余金減少高     

１．中間(当期)純損失   265,799 265,799 1,012,159 1,012,159

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    △616,133 △1,362,492

      



④【中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

株主資本 
評価・換算差
額等  

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金  

平成18年３月31日 残高（千
円） 

770,039 215,146 △1,362,492 △106 △377,413 18,604 △358,808 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行（千円） 500,000 500,000 － － 1,000,000 － 1,000,000 

中間純損失（千円） － － △132,878 － △132,878 － △132,878 

自己株式の取得（千円） － － － △80 △80 － △80 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 
（千円） 

－ － － － － △3,010 △3,010 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

500,000 500,000 △132,878 △80 867,041 △3,010 864,030 

平成18年９月30日 残高（千
円） 

1,270,039 715,146 △1,495,371 △187 489,628 15,593 505,221 



⑤【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．税金等調整前中間
（当期）純利益（△
は損失） 

  △261,698 △123,656 △1,004,585

２．減価償却費   46,555 41,492 94,454

３．減損損失   102,855 － 1,026,806

４. 持分法による投資利
益  

  △518 － －

５. 持分法による投資損
失  

  － － 753

６. 負ののれん償却額    － △191 －

７．固定資産売却益   △134 － △149

８．固定資産除売却損   727 2,288 4,459

９．投資有価証券売却益   △18,491 － △18,491

10．店舗閉店損失   － － 1,620

11．たな卸商品評価損   9,699 17,142 9,699

12. 役員保険解約損    － 5,035 －

13. 役員退職慰労金   － 57,554 －

14．貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

  12,989 988 47,365

15．賞与引当金の増減額
（減少：△） 

  32,200 985 32,200

16．ポイント引当金の増
減額（減少：△） 

  
  2,188 761 2,448

17．退職給付引当金の増
減額（減少：△） 

  △21,139 △42,316 △26,296

18．受取利息及び受取配
当金 

  △6,699 △7,275 △12,872

19．支払利息   92,788 87,780 187,540

20．売上債権の増減額
（増加：△） 

  95,665 23,978 25,477

21．たな卸資産の増減額
（増加：△） 

  △133,070 △144,803 86,229

22．仕入債務の増減額
（減少：△） 

  4,216 145,724 △161,738

23．その他   △80,757 27,975 △30,299

小計   △122,623 93,465 264,619

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

24．役員退職慰労金の支
払額 

  － △57,554 －

25．利息及び配当金の受
取額 

  6,213 6,790 11,902

26．利息の支払額   △93,766 △73,971 △191,801

27．法人税等の支払額   △8,114 △6,744 △8,155

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △218,290 △38,014 76,564

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．有形固定資産等の取
得による支出 

  △32,632 △15,295 △42,932

２．有形固定資産等の売
却による収入 

  180 － 560

３．投資有価証券等の売
却による収入 

  43,716 － 43,716

４．営業譲渡による収入   － － 12,000

５．連結の範囲の変更に
伴う子会社株式の取
得による収入 

  － 4,544 －

６．貸付金の回収による
収入 

  6,078 90 31,559

７．敷金・保証金の増加
による支出 

  △21,739 － △27,797

８．敷金・保証金の減少
による収入 

  － 20,744 －

９．その他   － － 12,359

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △4,396 10,084 29,465

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１．短期借入金の増減額
(減少：△) 

  617,000 △2,440,027 788,000

２．長期借入金の増加に
よる収入 

  － 2,016,026 －

３．長期借入金の返済に
よる支出 

  △426,514 △283,464 △815,228

４．自己株式の取得によ
る支出 

  － △80 －

５．株式の発行による収
入 

  － 996,150 －

６．配当金の支払額   △9 － △13

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  190,477 288,605 △27,241

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額(減少：△) 

  △32,210 260,674 78,787

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  177,973 256,761 177,973

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※１ 145,763 517,436 256,761

    



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── ──────   当社グループは、高収益企業への転

換と第二の成長期への展開に向けて

「戦略的経営革新」の実行を決定し、

これを公表いたしました。その骨子は

以下の通りです。 

１．経営効率の改善を図るためグルー

プ各社を機能に応じ戦略的に再編し

ます。具体的には会社分割により

100％子会社である株式会社ディス

モンドへ資産管理機能を集約し、同

時に同じく100％子会社である株式

会社野田を吸収合併しカー用品販売

事業における事業運営機能を当社に

集約します。 

２．上記に伴い資産管理の見直しを行

ったうえで、適正な減損損失を計上

すること等によりバランスシートを

改善し、財務体質の抜本的な健全化

を進めます。 

３．優先株式10億円の発行により自己

資本の拡充及び財務基盤の強化を図

るとともに攻めの経営に必要な設備

投資等を行ないます。 

４．事業価値向上に向けた営業・仕入

戦略を遂行します。 

 上記諸施策により、経営効率の追

求、財務体質の改善及び攻めの経営へ

の転換を企図しています。 

 当社グループは会社分割に先立ち、

固定資産の減損に係る会計基準に準拠

して分割対象資産の回収可能価額を算

定した結果、当連結会計年度におい

て、923,950千円の減損損失を特別損

失として計上したため、1,012,159千

円の当期純損失が計上され、その結

果、358,808千円の債務超過となって

おります。 

 当該状況により、当社グループには

継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。 

 しかしながら、当連結会計年度にお

ける分割対象資産に係る減損損失は、

上記会社分割に伴い発生するものであ

り、今回の「戦略的経営革新」の一環

として第三者割当増資の方式による優

先株式の発行10億円を行い、平成18年

８月末には当該債務超過の状況を解消

する予定であります。 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── ──────   当社グループは当事業年度より経営

改革プロジェクトを新設し、常駐のコ

ンサルタントのもとで、マネジメント

力強化と営業力強化による永続的な収

益向上に取り組んでおり、その成果は

着実に現れています。今回の「戦略的

経営革新」の実行により、この収益力

の改善傾向をより鮮明にし、高収益企

業への転換を実現して参ります。ま

た、分割資産を承継する株式会社ディ

スモンドについては、固定資産の減損

に係る会計基準に準拠して算定した回

収可能価額まで圧縮された店舗用不動

産を承継し、賃貸事業を基本収益とし

て有利子負債の圧縮を進めて参りま

す。 

 連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、上記のような重要

な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は、全て連結しておりま

す。 

 当該連結子会社は、株式会社デ

ィスモンド、株式会社野田及び株

式会社エイテックの３社でありま

す。 

 子会社は、全て連結しておりま

す。 

 当該連結子会社は、株式会社デ

ィスモンド、株式会社エイテック

及び株式会社ナップチェーンの３

社であります。 

 なお、前連結会計年度において

当社持分法適用の関連会社であり

ました株式会社ナップチェーンに

つきましては、当社が同社株式を

追加取得し連結子会社となったた

め、当中間連結会計期間より連結

の範囲に含めております。 

 また、前連結会計年度において

当社連結子会社でありました株式

会社野田につきましては、平成18

年８月１日付で株式会社モンテカ

ルロと合併したため、当中間連結

会計期間より連結の範囲から除外

しております。  

 子会社は、全て連結しておりま

す。 

 当該連結子会社は、株式会社デ

ィスモンド、株式会社野田及び株

式会社エイテックの３社でありま

す。  

２．持分法の適用に関する事

項 

① 持分法適用の関連会社数  

１社 

会社名 株式会社ナップチェーン 

① 持分法適用の関連会社はあり

ません。 

  

 なお、前連結会計年度において

当社持分法適用の関連会社であり

ました株式会社ナップチェーンに

つきましては、当社が同社株式を

追加取得し連結子会社となったた

め、当中間連結会計期間より持分

法適用から除外しております。  

 ① 持分法適用の関連会社数  

１社 

会社名 株式会社ナップチェーン 

 ② 持分法を適用していない関連

会社１社（野田汽車百貨股份有限

公司）は、中間連結純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。 

②      同左 ② 持分法を適用していない関連

会社１社（野田汽車百貨股份有限

公司）は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用から

除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左  連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しておりま

す。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

      

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算末日の市場価

格等に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定) 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算末日の市場価

格等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定) 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

商品（小売部門） 

売価還元法による原価法 

② たな卸資産 

商品（小売部門） 

同左 

② たな卸資産 

商品（小売部門） 

同左 

  商品（卸売部門） 

月別総平均法による原価法 

商品（卸売部門） 

同左 

商品（卸売部門） 

同左 

  製品・仕掛品・原材料 

月別総平均法による原価法 

製品・仕掛品・原材料 

同左 

製品・仕掛品・原材料 

同左 

  貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 建物（建物附属設備を除く）

は定額法、建物以外については

定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 

13～39年 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

 定額法 

 なお、ソフトウエア（自社利

用分）については、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に

基づいております。 

② 無形固定資産 

同左  

            

② 無形固定資産 

同左 

            

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左  

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。 

  ③ ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客に

付与したポイントの利用に備え

るため、当中間連結会計期間末

において将来利用されると見込

まれる額を計上しております。 

③ ポイント引当金 

同左 

③ ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客に

付与したポイントの利用に備え

るため、当連結会計年度末にお

いて将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異

( 358,179千円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（５年）による定

額法により損益処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から損益処理

することとしております。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。  

 なお、会計基準変更時差異

( 326,973千円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（５年）による定

額法により損益処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から損益処理

することとしております。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、計上しておりま

す。 

  

  

 なお、会計基準変更時差異

(358,179千円)については、15年

による按分額を費用処理してお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（５年）による定

額法により損益処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から損益処理

することとしております。 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方

式を採用しております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。 

  消費税等の会計処理 

同左 

  消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方

式を採用しております。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３か月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純損失は102,855千

円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き減価償却累計額に含めて表示してお

ります。  

 ―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金

等調整前当期純利益は1,026,806千円

減少しております。  

 なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき減

価償却累計額に含めて表示しておりま

す。  

 ―――――― 

  

  

(企業結合に係る会計基準)  

 当中間連結会計期間より、企業結合

に係る会計基準（「企業結合に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成15年10月31日））お

よび「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成17年12月

27日）ならびに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成17年12月27日）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。  

 中間連結財務諸表規則の改正による

中間連結財務諸表の表示に関する変更

は以下のとおりであります。  

 ―――――― 

  

  

   

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算

書） 

 「連結調整勘定償却額」は、当中間

連結会計期間から「負ののれん償却

額」として表示しております。 

  

  



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ―――――― 

  

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)  

 当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は505,221千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 ―――――― 

  

  



（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 加盟店貸勘定 

 加盟店貸勘定は、フランチャイズ契約

に基づき加盟店との間に発生した営業債

権であります。 

※１ 加盟店貸勘定 

同左 

※１ 加盟店貸勘定 

同左 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

        2,141,628千円 

 なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

                 2,171,064千円 

 なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

                  2,140,321千円 

 なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。  

※３ (1）担保提供資産 ※３ (1）担保提供資産 ※３ (1）担保提供資産 

建物    485,472千円

土地  2,341,930千円

投資その他の資

産「その他」

(投資有価証券) 

   143,310千円

敷金・保証金

(建設協力金) 
   55,557千円

計  3,026,270千円

建物    461,033千円

土地 1,417,979千円

投資その他の資

産「その他」

(投資有価証券)

150,215千円

敷金・保証金

(建設協力金) 
50,395千円

計 2,079,623千円

建物 472,290千円

土地 1,417,979円

投資その他の資

産「その他」

(投資有価証券) 

155,040円

敷金・保証金

(建設協力金) 
52,976千円

計 2,098,286千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金  2,831,148千円

長期借入金 1,020,966千円

計  3,852,114千円

短期借入金  732,554千円

長期借入金 2,595,456千円

計 3,328,011千円

短期借入金  2,865,770千円

長期借入金 791,270千円

計 3,657,040千円

 ４ 受取手形割引高     49,924千円  ４ 受取手形割引高  31,980千円  ４ 受取手形割引高 62,264千円

※５      ――――――  ※５ 中間連結会計期間末日満期手形  

 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理

については、当中間連結会計期間の末日が金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。当中間連

結会計期間末日満期手形の金額は、次のとお

りであります。 

※５      ―――――― 

 受取手形  568千円

受取手形割引高 3,581千円

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は、次のとおりであります。 

従業員給与    696,043千円

賞与引当金繰入額     32,200千円

退職給付引当金繰入額     13,574千円

ポイント引当金繰入額     16,914千円

貸倒引当金繰入額    12,989千円

賃借料    395,891千円

従業員給与 676,046千円

賞与引当金繰入額 33,185千円

ポイント引当金繰入額 17,935千円

貸倒引当金繰入額 621千円

賃借料 362,364千円

従業員給与 1,390,704千円

賞与引当金繰入額 32,200千円

退職給付引当金繰入額 26,798千円

ポイント引当金繰入額 17,174千円

貸倒引当金繰入額 47,365千円

賃借料 784,859千円

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。  

※２      ――――――  ※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。 

機械装置及び運搬具   134千円  機械装置及び運搬具 149千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。 

※３      ―――――― ※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。 

機械装置及び運搬具   330千円  機械装置及び運搬具 330千円

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物   64千円

機械装置及び運搬具   174千円

工具器具備品   157千円

計       396千円

建物及び構築物 2,063千円

機械装置及び運搬具 82千円

工具器具備品 143千円

計 2,288千円

建物及び構築物 2,685千円

機械装置及び運搬具 744千円

工具器具備品 698千円

計 4,128千円

※５ 減損損失 

 当社グループは当中間連結会計期間に

おいて、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

  

※５      ――――――   ※５ 減損損失 

 当社グループは当連結会計年度間にお

いて、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

  

用途 種類 場所 
減損損失

(千円) 

 店舗 

建物、 

構築物、

その他  

静岡県 １店舗 

愛知県 ３店舗 

三重県 １店舗 

兵庫県 １店舗  

102,855 

  
用途 種類 場所 

減損損失

(千円) 

 店舗

建物、 

築物、 

土地、 

その他  

静岡県 １店舗 

愛知県 ３店舗 

三重県 １店舗 

兵庫県 １店舗 

広島県 １店舗  

1,026,806

 当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗を基本単位とし、

賃貸資産については、当該資産単独で資産の

グルーピングをしております。 

   当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗を基本単位とし、

賃貸資産については、当該資産単独で資産の

グルーピングをしております。  

 また、本社土地建物等、特定の事業との関

連が明確でない資産については共用資産とし

ております。 

   また、本社土地建物、福利厚生施設等、特

定の事業との関連が明確でない資産について

は共用資産としております。 

 上記グルーピングに基づき、減損会計の手

続を行った結果、閉店が予想される店舗、営

業活動から生じる損益がマイナスである店舗

について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失（建物53,160千円、構築物

27,583千円、その他22,110千円）として特別

損失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い

方の金額で測定しており、正味売却価額につ

いては、一部の重要な資産については、不動

産鑑定士による評価額、それ以外の資産につ

いては固定資産税評価額を基礎として評価

し、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを2.75％（加重平均資本コスト）で割引

いて算定しております。 

  上記グルーピングに基づき、減損会計の手

続を行った結果、閉店が予想される店舗、営

業活動から生じる損益がマイナスである店

舗、不動産地価の著しい下落が生じている賃

貸資産について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、減損損失（建物53,160千円、構築

物27,583千円、土地923,950千円、その他

22,110千円）として特別損失に計上しており

ます。  

   なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い

方の金額で測定しており、正味売却価額につ

いては、一部の重要な資産は、不動産鑑定士

による評価額、それ以外の資産については固

定資産税評価額を基礎として評価し、使用価

値については将来キャッシュ・フローを加重

平均資本コスト（2.75％）及び市場平均と考

えられる合理的な収益率（5.0％）により算

定しております。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加27,427株は、第１回Ｂ種優先株式の普通株式への転換による増加であ

ります。  

２．第１回Ａ種優先株式の発行済株式総数の増加600,000株及び第１回Ｂ種優先株式40,000株は、第三者割当

による新株の発行による増加であります。  

３．第１回Ｂ種優先株式の発行済株式総数の減少500株は、普通株式への転換による減少であります。  

４．普通株式の自己株式の株式数の増加427株は、単元未満株式の買取による増加であります。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

該当事項はありません。  

３．配当に関する事項  

該当事項はありません。  

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計期
間増加株式数
（株） 

当中間連結会計期
間減少株式数
（株） 

当中間連結会計期
間末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式     （注）１ 4,338,901 27,427   4,366,328 

第１回Ａ種優先株式（注）２   600,000   600,000 

第１回Ｂ種優先株式（注）２，３   40,000 500 39,500 

合計 4,338,901 667,427 500 5,005,828 

自己株式     

普通株式     （注）４ 530 427   957 

合計 530 427   957 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

平成17年９月30日現在 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

平成18年９月30日現在 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

平成18年３月31日現在 

  （千円）

現金及び預金勘定 147,763

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△2,000

現金及び現金同等物      145,763

  （千円）

現金及び預金勘定 519,436

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△2,000

現金及び現金同等物 517,436

  （千円）

現金及び預金勘定 258,761

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△2,000

現金及び現金同等物 256,761



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得
価額
相当
額 
(千円) 

減価
償却
累計
額相
当額 
(千円) 

減損
損失
累計
額相
当額 
  
 (千円) 

中間
期末
残高
相当
額 
(千円) 

有形固定
資産 
「その他」 
(機械装置) 
(工具器具
備品) 

418,157 283,367 10,764 124,026 

無形固定
資産 
(ソフトウ
エア) 

59,485 22,877 3,488 33,120 

合計 477,643 306,245 14,252 157,146 

  

取得
価額
相当
額 
(千円)

減価
償却
累計
額相
当額 
(千円)

減損
損失
累計
額相
当額 
  
 (千円)

中間
期末
残高
相当
額 
(千円)

有形固定
資産 
「その他」 
(機械装置) 
(工具器具
備品) 

280,847 191,701 9,571 79,573

無形固定
資産 
(ソフトウ
エア) 

45,985 18,142 3,488 24,355

合計 326,833 209,844 13,059 103,928

取得
価額
相当
額 
(千円) 

減価
償却
累計
額相
当額 
(千円) 

減損
損失
累計
額相
当額  
(千円)  

中間
期末
残高
相当
額 
(千円)

有形固定
資産 
「その他」
(機械装置)
(工具器具
備品) 

417,455 301,654 10,764 105,037

無形固定
資産 
(ソフトウ
エア) 

51,985 19,910 3,488 28,587

合計 469,441 321,564 14,252 133,625

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内   71,400千円

１年超  108,920千円

合計  180,320千円

リース資産減損勘定の

残高 
11,698千円 

１年内 46,563千円

１年超 73,414千円

合計 119,978千円

リース資産減損勘定の

残高 
6,981千円 

１年内 57,142千円

１年超 97,129千円

合計 154,272千円

リース資産減損勘定の

残高 
9,334千円 

３．当中間期の支払リース料、リー

ス資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

３．当中間期の支払リース料、リー

ス資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

３．当期の支払リース料、リース資

産減損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び減損

損失 

支払リース料   45,533千円

減価償却費相当額  39,771千円

支払利息相当額   4,942千円

減損損失   14,252千円

支払リース料 36,657千円

リース資産減損勘

定の取崩額 

2,352千円

減価償却費相当額 59,201千円

支払利息相当額 3,415千円

支払リース料 90,234千円

リース資産減損勘

定の取崩額 

4,917千円

減価償却費相当額 78,799千円

支払利息相当額 9,172千円

減損損失 14,252千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 84,838 104,211 19,372 

合計 84,838 104,211 19,372 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 40,500 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 84,838 111,001 26,162 

合計 84,838 111,001 26,162 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 40,500 



前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 84,838 116,053 31,214 

合計 84,838 116,053 31,214 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 40,500 



（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）にお

いて当社グループはデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。 

（ストック・オプション等） 

 当社グループはストック・オプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

においては、当社グループの営む主たる事業が自動車用品の製造、販売事業であり当該事業の売上高及び営業

損益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超となっているため、事業の種類別セグメントの記

載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

においては、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありま

せん。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18

年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

においては、海外売上高がないため該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純利益（損失）の算定にあたっては、優先株式の発行価額を控除して算定してお

ります。 

    ２．１株当たり中間（当期）純利益（損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額     87.70円

１株当たり中間純損失    △61.27円

１株当たり純資産額 △113.83円

１株当たり中間純損失  △32.25円

１株当たり純資産額  △82.71円

１株当たり当期純損失  △233.30円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、中間純

損失のため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） △265,799 △132,878 △1,012,159 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 7,134 － 

普通株式に係る中間（当期）純損失 

（千円） 
△265,799 △140,012 △1,012,159 

期中平均株式数（千株） 4,338 4,341 4,338 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

内訳  

（第１回Ａ種優先株式）  

（第１回Ｂ種優先株式）  

――――――  

  

  

 

  

  

639,500千株  

（600,000千株） 

 ( 39,500千株） 

 なお、これらの詳細に

ついては、第４[提出会

社の状況] (１)[株式等

の状況] ①[株式の総数

等]に記載のとおりであ

ります。 

―――――― 



（企業結合等関係） 

 当中間連結会計期間 （自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 １．結合当事企業または対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに

取引の目的を含む取引の概要 

 （１）結合当事企業または対象となった事業の名称及びその事業の内容 

 株式会社野田 自動車用品の小売事業（内容：東海エリアにおける自動車用品の小売） 

 （２）企業結合の法的形式 

 共通支配下の取引 

 （３）結合後の企業の名称 

 株式会社モンテカルロ 

 （４）取引の目的を含む取引の概要 

 ①合併の目的 

 株式会社モンテカルロの１００％子会社である株式会社野田の事業運営機能を吸収合併により株式会社モン

テカルロに集約し、一体的・効率的な業務運営に努めることにより、商品・サービスはもとより、従業員管理

体制の統合等に伴う経営運営を飛躍的に改善させるとともに、マネジメント体制の強化等によって店舗営業

力・収益力のさらなる向上を目指したいと考えております。 

 ②合併の方式 

 株式会社モンテカルロを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社野田は解散します。 

 ③合併比率及び合併交付金 

  株式会社モンテカルロは株式会社野田の全株式を所有しており、吸収合併に際して、その株式に代わる金銭

等の交付を行いません。 

 ④被合併会社の合併時の資産・負債の状況 

 ２．実施した会計処理の方法 

  上記合併は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しております。したがって、当該会

計処理が中間連結財務諸表に与える影響はありません。 

 資産  負債 

 項目  帳簿価額（百万円） 項目  帳簿価額（百万円） 

 流動資産 491  流動負債 728 

 固定資産 293  固定負債 624 

合計 784 合計 1,353 



（子会社の企業結合関係） 

 当中間連結会計期間 （自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 １．子会社を含む結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日並びに法的形式を含む

企業結合の概要 

 （１）子会社を含む結合当事企業の名称及び事業の内容 

株式会社野田 自動車用品の小売事業（内容：東海エリアにおける自動車用品の小売） 

 （２）企業結合を行った主な理由 

 株式会社モンテカルロの１００％子会社である株式会社野田の事業運営機能を吸収合併により株式会社モン

テカルロに集約し、一体的・効率的な業務運営に努めることにより、商品・サービスはもとより、従業員管理

体制の統合等に伴う経営運営を飛躍的に改善させるとともに、マネジメント体制の強化等によって店舗営業

力・収益力のさらなる向上を目指したいと考えております。 

 （３）企業結合日 

 平成18年８月１日 

 （４）法的形式を含む企業結合の概要 

 共通支配下の取引として、株式会社モンテカルロが１００％子会社である株式会社野田を吸収合併しまし

た。 

 ２．実施した会計処理の方法 

  上記合併は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しております。したがって、当該会

計処理が中間連結財務諸表に与える影響はありません。 

 ３．事業の種類別セグメントにおいて、当該子会社が含まれていた事業区分の名称 

  事業の種類別セグメントの記載を省略しておりますので、該当事項はありません。 

 ４．当該中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の概算額 

売上高  487百万円

営業利益  12百万円

経常利益 14百万円



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間  
（自 平成18年４月１日  
至 平成18年９月30日）  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── ──────   当社は平成18年６月９日開催の取締

役会において「戦略的経営革新」に基

づく、子会社の吸収合併及び子会社へ

の吸収分割並びに第三者割当による優

先株式の発行を決議し、同日、合併契

約書及び分割契約書を締結しました。

また、吸収合併及び吸収分割について

は、平成18年６月29日開催の定時株主

総会において承認されております。  

 吸収合併及び吸収分割並びに第三者

割当による優先株式の発行についての

具体的内容は、以下のとおりです。 

    １．株式会社野田との合併  

（１）合併の目的  

 当社の１００％子会社である株

式会社野田の事業運営機能を吸収

合併により当社に集約し、一体

的・効率的な業務運営に努めるこ

とにより、商品・サービスはもと

より、従業員管理体制の統合等に

伴う経営効率を飛躍的に改善させ

るとともに、マネジメント体制の

強化等によって店舗営業力・収益

力のさらなる向上を目指したいと

考えております。 

    （２）合併の日程  

合併契約書承認取締役会 

平成18年６月９日  

合併契約書調印 

平成18年６月９日 

合併契約書承認株主総会（当社） 

平成18年６月29日 

合併期日（効力発生日） 

平成18年８月１日 

（予定） 

    （３）合併の方式  

 当社を存続会社とする吸収合併

方式で、株式会社野田は解散しま

す。  

    （４）合併比率及び合併交付金 

 当社は株式会社野田の全株式を

所有しており、吸収合併に際し

て、その株式に代わる金銭等の交

付を行いません。  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間  
（自 平成18年４月１日  
至 平成18年９月30日）  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  ──────  （５）被合併会社の概要  

 （平成18年３月末現在） 

商号 
株式会社野田

（被合併会社）

 (１)事業内容 
自動車用品小

売事業等 

 (２)売上高  1,563,760千円 

 (３)当期純利益 △7,853千円 

 (４)資本金 47,500千円 

 (５)株主資本 △583,510千円 

 (６)総資産 739,298千円 

 (７)従業員数 51名 

    ２．株式会社ディスモンドへの吸収分

割 

（１）分割の目的  

 当社は、当社が保有する資産の

うち、本社、本社別館、吉島店、

呉店、尾道東店及び小倉等を当社

の１００％子会社である株式会社

ディスモンド（以下「資産管理会

社」という。）に移転すること

で、資産管理機能を集約し、プロ

フィットセンターとなる当社にお

ける収益認識の明確化を図る一

方、資産管理会社においても保有

資産の効率的管理と有効活用によ

る収益の向上を目指したいと考え

ております。 

    （２）分割の日程  

吸収分割契約書承認取締役会 

平成18年６月９日  

吸収分割契約書調印 

平成18年６月９日 

吸収分割契約書承認株主総会 

（当社） 

平成18年６月29日 

吸収分割期日（効力発生日） 

平成18年８月１日 

（予定） 

    （３）分割の方式  

 当社を吸収分割会社とし、資産

管理会社を吸収分割承継会社とす

る吸収分割です。  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間  
（自 平成18年４月１日  
至 平成18年９月30日）  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  ──────  （４）株式の割当及び分割交付金 

 資産管理会社は、当社の１０

０％子会社であることから、吸収

分割に際して、当社に対してその

事業に関する権利義務の全部また

は一部に代わる金銭等の交付を行

いません。  

    （５）承継会社が承継する権利義務 

 資産管理会社は、当社から、以

下に記載する吸収分割の対象とな

る事業部門に係る承継資産及び負

債並びに契約上の地位を承継しま

す。  

①吸収分割の対象となる事業部門

の内容  

 当社が保有する資産のうち、

本社、本社別館、吉島店、呉

店、尾道東店及び小倉等の保有

及び管理に係る事業を、吸収分

割の対象とします。 

    ②吸収分割の対象となる事業部門

の平成18年３月期における経営

成績  

 吸収分割の対象となる事業部

門は、その大半が当社自社使用

物件に係る資産管理部門であり

ます。吸収分割の対象となる事

業部門の収入は一部の外部賃貸

収入のみであり、当社は当該外

部賃貸収入を営業外収益として

計上しております。なお、平成

18年３月期における当該外部賃

貸収入として22百万円を計上し

ております。 

    ③吸収分割する事業の資産・負債

（平成18年３月31日現在）  

（単位：百万円） 

資産 負債 

 項目 
帳簿価

額 
項目 

帳簿価

額 

流動 

資産 
－ 

流動 

負債  
2,024 

固定 

資産 
2,073 

固定 

負債  
18 

合計 2,073 合計  2,043 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間  
（自 平成18年４月１日  
至 平成18年９月30日）  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  ──────  （６）株式会社ディスモンドの概要  

 （平成18年３月末現在） 

商号 

株式会社ディ

スモンド（承

継会社） 

 (１)事業内容 
自動車用品卸

売事業等 

 (２)売上高  35,221千円 

 (３)当期純利益 △13,959千円 

 (４)資本金 80,000千円 

 (５)株主資本 △186,788千円 

 (６)総資産 117,324千円 

 (７)従業員数  0名 

    ３．第三者割当による優先株式の発行

について 

（１）第１回Ａ種優先株式発行要項  

①有価証券

の種類及

び銘柄  

株式会社モンテカ

ルロ第１回Ａ種優

先株式 

②発行数 600,000株  

③発行価格 
１株につき1,000

円  

④発行価額

の総額 
600,000,000円  

⑤資本金組

入額 
１株につき500円 

⑥資本組入

額の総額  
300,000,000円  

⑦申込期日 
平成18年７月31

日  

⑧払込期日 
平成18年７月31

日  

⑨割当先及

び株式数 

  

  

有限会社ひろしま

事業支援ファンド

に600,000株を割

当てる。  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間  
（自 平成18年４月１日  
至 平成18年９月30日）  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ──────  ────── （２）第１回Ｂ種優先株式発行要項 

①有価証券

の種類及

び銘柄  

株式会社モンテカ

ルロ第１回Ｂ種優

先株式 

②発行数 40,000株  

③発行価格 
１株につき10,000

円  

④発行価額

の総額 
400,000,000円  

⑤資本金組

入額 

１株につき5,000

円  

⑥資本組入

額の総額  
200,000,000円  

⑦申込期日 
平成18年７月31

日  

⑧払込期日 
平成18年７月31

日  

⑨割当先及

び株式数 

  

  

トゥモロウ－ＯＮ

Ｅ投資事業有限責

任組合に40,000株

を割当てる。  

    （３）割当先の概要  

①第1回Ａ種優先株式 

割当先の名称 

  

有限会社ひろ

しま事業支援

ファンド 

割当株数  600,000株 

払込金額  600,000,000円 

割当

先の

内容 

住所  

  

東京都港区赤

坂一丁目11番

44号 

代表者

の役

職・氏

名 

取締役 粕谷

義和 

資本の

額 
3,000,000円 

事業の

内容 

  

有価証券・債

権の売買、投

資業 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間  
（自 平成18年４月１日  
至 平成18年９月30日）  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────   ────── ②第１回Ｂ種優先株式 

割当先の名称 

  

トゥモロウ－

ＯＮＥ投資事

業有限責任組

合 

割当株数  40,000株 

払込金額  400,000,000円 

割

当

先

の

内

容 

住所 

  

広島市中区紙

屋町一丁目２

番22号 

代表者の

役職・氏

名 

  

  

  

無限責任組合

員 

ひろぎんキャ

ピタル株式会

社 

代表取締役 

上川伊智郎 

事業の内

容  

有価証券等へ

の投資 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   126,555   470,829 243,592   

２．受取手形 ※６ 2,814   31,186 14,364   

３．売掛金   411,495   447,515 458,545   

４．加盟店貸勘定 ※１ 747,970   61,912 745,306   

５．たな卸資産   1,964,636   2,284,725 1,791,322   

６．その他   209,010   257,568 381,666   

貸倒引当金   △1,148   △442 △1,210   

流動資産合計     3,461,333 39.7 3,553,295 60.4   3,633,588 46.9

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※２         

(1）建物 ※３ 800,120   349,385 777,625   

(2）土地 ※３ 2,348,440   51,814 1,424,489   

(3）その他   205,876   174,489 191,185   

計   3,354,436   575,690 2,393,300   

２．無形固定資産   15,024   16,978 14,738   

３．投資その他の資
産 

          

(1）長期貸付金   917,994   434 886,034   

(2）敷金・保証金  ※３ 1,445,376   1,461,593 1,315,619   

(3）その他 ※３ 313,038   336,905 330,869   

貸倒引当金   △797,929   △64,752 △833,669   

計   1,878,480   1,734,180 1,698,854   

固定資産合計     5,247,941 60.3 2,326,849 39.6   4,106,894 53.1

資産合計     8,709,274 100.0 5,880,144 100.0   7,740,482 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形   163,626   98,273 172,696   

２．買掛金   842,576   784,081 754,779   

３．短期借入金 ※３ 5,785,578   3,281,509 5,821,160   

４．未払法人税等   8,265   15,535 11,991   

５．賞与引当金   30,000   32,000 30,000   

６．ポイント引当金   14,465   17,935 14,381   

７．その他   173,623   289,394 217,969   

流動負債合計     7,018,136 80.5 4,518,729 76.8   7,022,978 90.7

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※３ 1,020,966   607,430 791,270   

２．退職給付引当金   233,624   221,741 223,831   

３．その他   39,449   22,005 42,145   

固定負債合計     1,294,039 14.9 851,176 14.5   1,057,246 13.7

負債合計     8,312,175 95.4 5,369,906 91.3   8,080,225 104.4

            

 



    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

            

（資本の部）            

Ⅰ 資本金     770,039 8.8 － －   770,039 10.0

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   215,146   － 215,146   

資本剰余金合計     215,146 2.5 － －   215,146 2.8

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間（当期）未
処理損失 

  △599,527   － △1,343,426   

利益剰余金合計     △599,527 △6.8 － －   △1,343,426 △17.4

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

    11,546 0.1 － －   18,604 0.2

Ⅴ 自己株式     △106 △0.0 － －   △106 △0.0

資本合計     397,098 4.6 － －   △339,742 △4.4

負債資本合計     8,709,274 100.0 － －   7,740,482 100.0 

           

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  1,270,039 21.5  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   715,146   －   

資本剰余金合計    － －  715,146 12.2  － － 

３ 利益剰余金            

(1）その他利益剰
余金 

              

繰越利益剰余
金 

  －   △1,490,353   －   

利益剰余金合計    － －  △1,490,353 △25.3  － － 

４ 自己株式    － －  △187 △0.0  － － 

株主資本合計    － －  494,645 8.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券
評価差額金 

   － －  15,593 0.3  － － 

評価・換算差額等
合計 

   － －  15,593 0.3  － － 

純資産合計    － －  510,238 8.7  － － 

負債純資産合計    － －  5,880,144 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     5,571,267 100.0 5,592,031 100.0   12,091,399 100.0 

Ⅱ 売上原価     4,079,366 73.2 3,981,906 71.2   8,721,775 72.1 

売上総利益     1,491,900 26.8 1,610,124 28.8   3,369,623 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,601,018 28.8 1,681,242 30.1   3,234,731 26.8

営業利益(△は営
業損失) 

    △109,117 △2.0 △71,117 △1.3   134,891 1.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   47,614 0.9 92,777 1.7   97,161 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２   97,813 1.8 91,691 1.7   199,318 1.6

経常利益(△は経
常損失) 

    △159,316 △2.9 △70,031 △1.3   32,735 0.3

Ⅵ 特別利益 ※３   18,502 0.3 583,510 10.4   18,518 0.2

Ⅶ 特別損失 ※4,5   113,091 2.0 651,633 11.6   1,045,864 8.7

税引前中間(当期)
純損失 

    △253,905 △4.6 △138,154 △2.5   △994,611 △8.2

法人税、住民税及
び事業税 

    3,031 0.0 8,772 0.1   6,224 0.1

中間(当期)純損失     △256,936 △4.6 △146,927 △2.6   △1,000,835 △8.3

前期繰越損失     △342,590 －   △342,590 

中間(当期)未処理
損失 

    △599,527 －   △1,343,426 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 

資本剰余金 
合計 

その他利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 繰越利益 

余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

770,039 215,146 215,146 △1,343,426 △1,343,426 △106 △358,346 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行（千円） 500,000 500,000 500,000 － － － 1,000,000 

中間純損失（千円） － － － △146,927 △146,927 － △146,927 

自己株式の取得（千円） － － － － － △80 △80 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

－ － － － － － － 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

500,000 500,000 500,000 △146,927 △146,927 △80 852,993 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,270,039 715,146 715,146 △1,490,353 △1,490,353 △187 494,645 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

18,604 18,604 △339,742 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行（千円） － － 1,000,000 

中間純損失（千円） － － △146,927 

自己株式の取得（千円） － － △80 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

△3,010 △3,010 △3,010 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△3,010 △3,010 849,981 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

15,593 15,593 510,238 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── ──────   当社は、高収益企業への転換と第二

の成長期への展開に向けて「戦略的経

営革新」の実行を決定し、これを公表

いたしました。 

１．経営効率の改善を図るためグルー

プ各社を機能に応じ戦略的に再編し

ます。具体的には会社分割により

100％子会社である株式会社ディス

モンドへ資産管理機能を集約し、同

時に同じく100％子会社である株式

会社野田を吸収合併しカー用品販売

事業における事業運営機能を当社に

集約します。 

２．上記に伴い資産管理の見直しを行

ったうえで、適正な減損損失を計上

すること等によりバランスシートを

改善し、財務体質の抜本的な健全化

を進めます。 

３．優先株式10億円の発行により自己

資本の拡充及び財務基盤の強化を図

るとともに攻めの経営に必要な設備

投資等を行います。 

４．事業価値向上に向けた営業・仕入

戦略を遂行します。 

 上記諸施策により、経営効率の追

求、財務体質の改善及び攻めの経営へ

の転換を企図しています。 

 当社は会社分割に先立ち、固定資産

の減損に係る会計基準に準拠して分割

対象資産の回収可能価額を算定した結

果、当事業年度において、923,950千

円の減損損失を特別損失として計上し

たため、1,000,835千円の当期純損失

が計上され、その結果、339,742千円

の債務超過となっております。 

 当該状況により、当社には継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 

 しかしながら、当事業年度における

分割対象資産に係る減損損失は、上記

会社分割に伴い発生するものであり、

今回の「戦略的経営革新」の一環とし

て第三者割当増資の方式による優先株

式の発行10億円を行い、平成18年８月

末には当該債務超過の状況を解消する

予定であります。 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── ──────   当社は当事業年度より経営改革プロ

ジェクトを新設し、常駐のコンサルタ

ントのもとで、マネジメント力強化と

営業力強化による永続的な収益向上に

取り組んでおり、その成果は着実に現

れています。今回の「戦略的経営革

新」の実行により、この収益力の改善

傾向をより鮮明にし、高収益企業への

転換を実現してまいります。また、分

割資産を承継する株式会社ディスモン

ドについては、固定資産の減損に係る

会計基準に準拠して算定した回収可能

価額まで圧縮された店舗用不動産を承

継し、賃貸事業を基本収益として有利

子負債の圧縮を進めてまいります。 

 よって、財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のような

重要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

ａ．子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

ａ．子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

(1）有価証券 

ａ．子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

  ｂ．その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法

により算定) 

ｂ．その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法

により算定) 

ｂ．その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定) 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

商品（小売部門） 

売価還元法による原価法 

(2）たな卸資産 

商品（小売部門） 

同左 

(2）たな卸資産 

商品（小売部門） 

同左 

  商品（卸売部門） 

月別総平均法による原価法 

商品（卸売部門） 

同左 

商品（卸売部門） 

同左 

  貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物（建物附属設備を除く）

は定額法、建物以外については

定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物  13～39年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に

基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

       

(2）無形固定資産 

同左 

       

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間会計期間

の負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

計上しております。 

  (3）ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客に

付与したポイントの利用に備え

るため、当中間会計期間末にお

いて将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。 

(3）ポイント引当金 

同左  

(3）ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客に

付与したポイントの利用に備え

るため、当事業年度末において

将来利用されると見込まれる額

を計上しております。 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

  なお、会計基準変更時差異

(326,973千円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。 

  過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（５年）による定

額法により損益処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から損益処理するこ

ととしております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

(326,973千円)については、15年

による按分額を費用処理してお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（５年）による定

額法により損益処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から損

益処理することとしておりま

す。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基本

となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理方法は税抜

方式を採用しております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税引

前中間純損失は94,236千円増加してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

減価償却累計額に含めて表示しており

ます。 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税引前

当期純損失は1,018,187千円増加して

おります。 

  なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき減価

償却累計額に含めて表示しておりま

す。 

―――――― （企業結合に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、企業結合に係

る会計基準（「企業結合に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成15年10月31日））および

「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成17年12月27

日）ならびに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成17年12月27日）を適用しておりま

す。 

 なお、本会計基準適用に伴う影響額

の算出は困難なため記載しておりませ

ん。 

―――――― 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は510,238千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

―――――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 加盟店貸勘定 

 加盟店貸勘定は、フランチャイズ契約

に基づき加盟店との間に発生した営業債

権であります。 

※１ 加盟店貸勘定 

同左 

※１ 加盟店貸勘定 

同左 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

        1,925,417千円 

 なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,505,782千円 

 なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

          1,920,241千円 

 なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております  

※３ (1）担保提供資産 ※３ (1）担保提供資産 ※３ (1）担保提供資産 

建物    485,472千円

土地  2,341,930千円

投資その他の資

産「その他」

(投資有価証券) 

   143,310千円

敷金・保証金

(建設協力金) 
   55,557千円

計  3,026,270千円

投資その他の資

産「その他」

(投資有価証券)

150,215千円

敷金・保証金

(建設協力金) 
50,395千円

計  200,610千円

建物 472,290千円

土地 1,417,979千円

投資その他の資

産「その他」

(投資有価証券) 

  155,040千円

敷金・保証金

(建設協力金) 
52,976千円

計  2,098,286千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金  2,831,148千円

長期借入金 1,020,966千円

計  3,852,114千円

短期借入金    145,715千円

長期借入金  4,500千円

計 150,215千円

短期借入金 2,865,770千円

長期借入金 791,270千円

計 3,657,040千円

  ４     ――――――   ４ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社の仕入債務に対して債務保

証行為を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

株式会社ナッ

プチェーン 
32,763 仕入債務  

 計 32,763 －  

  ４     ―――――― 

 ５ 受取手形割引高     49,924千円  ５ 受取手形割引高 31,980千円  ５ 受取手形割引高  62,264千円

 ※６     ――――――  ※６ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理について

は、当中間会計期間の末日が金融機関の休

日でしたが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当中間期末日満

期手形の金額は、次のとおりであります。

受取手形 568千円

受取手形割引高 3,581千円

 ※６     ―――――― 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 5,151千円

受取手数料 10,728千円

受取賃貸料 14,864千円

受取利息      6,419千円

受取手数料  33,946千円

受取賃貸料 15,199千円

退職給付費用減額差益 22,039千円

受取利息 12,871千円

受取手数料 26,020千円

受取賃貸料 33,994千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 92,401千円 支払利息   84,410千円 支払利息 186,822千円

※３ 特別利益のうち重要なもの ※３ 特別利益のうち重要なもの ※３ 特別利益うち重要なもの 

投資有価証券売却益   18,491千円 貸倒引当金戻入益  583,510千円 投資有価証券売却益  18,491千円

※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの 

貸倒引当金繰入額   18,317千円

減損損失   94,236千円

役員退職慰労金 57,554千円

抱合せ株式消滅差損 568,823千円

たな卸資産売却修正損 17,996千円

役員保険解約損 5,035千円

貸倒引当金繰入額 21,812千円

減損損失 1,018,187千円

※５ 減損損失 

 当社グループは当中間連結会計期間に

おいて、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。  

※５     ――――――  ※５ 減損損失 

 当社は当事業年度において、以下の資

産グループについて減損損失を計上しま

した。  

  

用途 種類 場所 
減損損失

(千円) 

 店舗 

建物、 

構築物、

その他  

愛知県 ３店舗 

三重県 １店舗 

兵庫県 １店舗  

94,236 

  

  

用途 種類 場所 
減損損失

(千円) 

店舗

及び

賃貸

物件 

建物、 

構築物、

土地、 

その他  

愛知県 ３店舗 

三重県 １店舗 

兵庫県 １店舗 

広島県 １店舗  

1,018,187

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位とし、賃貸資産

については、当該資産単独で資産のグルーピ

ングをしております。 

   当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として店舗を基本単位とし、賃貸資産

については、当該資産単独で資産のグルーピ

ングをしております。 

 また、本社土地建物等、特定の事業との関

連が明確でない資産については共用資産とし

ております。 

   また、本社土地建物等、福利厚生施設等、

特定の事業との関連が明確でない資産につい

ては共用資産としております。 

 上記グルーピングに基づき、減損会計の手

続を行った結果、閉店が予想される店舗、営

業活動から生じる損益がマイナスである店舗

について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失（建物46,962千円、構築物

27,315千円、その他19,959千円）として特別

損失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い

方の金額で測定しており、正味売却価額につ

いては、一部の重要な資産については、不動

産鑑定士による評価額、それ以外の資産につ

いては固定資産税評価額を基礎として評価

し、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを2.75％（加重平均資本コスト）で割引

いて算定しております。 

   上記グルーピングに基づき、減損会計の手

続を行った結果、閉店が予想される店舗、営

業活動から生じる損益がマイナスである店

舗、不動産時価の著しい下落が生じている賃

貸資産について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、減損損失（建物46,962千円、構築

物27,315千円、土地923,950千円、その他

19,959千円）として特別損失に計上しており

ます。 

   なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額と使用価値のうち、いずれか高い

方の金額で測定しており、正味売却価額につ

いては、一部の重要な資産については、不動

産鑑定士による評価額、それ以外の資産につ

いては固定資産税評価額を基礎として評価

し、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを加重平均コスト（2.75％）及び市場平

均と考えられる合理的な収益率（5.0％）に

より算定しております。 

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 

有形固定資産   40,671千円

無形固定資産  273千円

有形固定資産 33,332千円

無形固定資産 281千円

有形固定資産   82,365千円

無形固定資産 558千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加427株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式  （注） 530 427 － 957 

合計 530 427 － 957 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

  

取得
価額
相当
額 
(千円) 

減価
償却
累計
額相
当額 
(千円) 

減損
損失
累計
額相
当額  
(千円)  

中間
期末
残高
相当
額 
(千円) 

有形固定
資産 
「その他」 
(機械装置) 
(工具器具
備品) 

404,331 276,081 9,571 118,678 

無形固定
資産 
(ソフトウ
エア) 

59,485 22,877 3,488 33,120 

合計 463,817 298,958 13,059 151,798 

  

取得
価額
相当
額 
(千円)

減価
償却
累計
額相
当額 
(千円)

減損
損失
累計
額相
当額  
(千円) 

中間
期末
残高
相当
額 
(千円)

有形固定
資産 
「その他」 
(機械装置) 
(工具器具
備品) 

280,847 191,701 9,571 79,573

無形固定
資産 
(ソフトウ
エア) 

45,985 18,142 3,488 24,355

合計 326,833 209,844 13,059 103,928

取得
価額
相当
額 
(千円) 

減価
償却
累計
額相
当額 
(千円) 

減損
損失
累計
額相
当額  
(千円)  

中間
期末
残高
相当
額 
(千円)

有形固定
資産 
「その他」
(機械装置)
(工具器具
備品) 

403,629 293,451 9,571 100,606

無形固定
資産 
(ソフトウ
エア) 

51,985 19,910 3,488 28,587

合計 455,615 313,361 13,059 129,193

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内   69,264千円

１年超  104,302千円

合計  173,567千円

リース資産減損勘定の

残高 

  10,657千円

１年内 46,563千円

１年超 73,414千円

合計 119,978千円

リース資産減損勘定の

残高 

  6,981千円

１年内 55,006千円

１年超 92,512千円

合計 147,519千円

リース資産減損勘定の

残高 

   8,443千円

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料   44,277千円

減価償却費相当額   38,731千円

支払利息相当額   4,708千円

減損損失   13,059千円

支払リース料   36,657千円

リース資産減損勘

定の取崩額 

2,352千円

減価償却費相当額 59,201千円

支払利息相当額 3,415千円

支払リース料   87,723千円

リース資産減損勘

定の取崩額 

 4,616千円

減価償却費相当額 76,718千円

支払利息相当額  8,736千円

減損損失 13,059千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間会計期間（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）のいずれにおいても

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純利益（損失）の算定にあたっては、優先株式の発行価額を控除して算定してお

ります。 

    ２．１株当たり中間（当期）純利益（損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額      91.53円

１株当たり中間純損失    △59.22円

１株当たり純資産額 △112.68円

１株当たり中間純損失 △35.49円

１株当たり純資産額  △78.31円

１株当たり当期純損失   △230.69円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、中間純

損失のため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（△は純損失） 

（千円） 
△256,936 △146,927 △1,000,835 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 7,134 － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（△は純損失）（千円） 
△256,936 △154,061 △1,000,835 

期中平均株式数（千株） 4,338 4,341 4,338 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

内訳 

 （第１回Ａ種優先株式） 

 （第１回Ｂ種優先株式） 

―――――   

  

  

 639,500千株 

 （600,000千株）

 （ 39,500千株）

 なお、これらの詳細に

ついては、第４[提出会

社の状況] (１)[株式等

の状況] ①[株式の総数

等]に記載のとおりであ

ります。 

――――― 



（企業結合等関係） 

 当中間会計期間 （自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

中間連結財務諸表注記事項の（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── ──────  当社は、平成18年６月９日開催の取

締役会において、「戦略的経営革新」

に基づく、子会社の吸収合併及び子会

社への吸収分割並びに第三者割当によ

る優先株式の発行を決議し、同日、合

併契約書及び分割契約書を締結しまし

た。また、吸収合併及び吸収分割につ

いては、平成18年６月29日開催の定時

株主総会において承認されておりま

す。 

 なお、詳細については、連結財務諸

表における「重要な後発事象」に記載

のとおりであります。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第32期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日中国財務局長に提出。 

（２）臨時報告書 

平成18年６月９日中国財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の規定に基づく臨時報告書であります。 

平成18年６月９日中国財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づく臨時報告書であります。 

平成18年６月９日中国財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２の規定に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

    

   平成17年12月20日

株式会社モンテカルロ    

 代表取締役社長 森田 浩一 殿  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笠原 壽太郎  印 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 世良 敏昭   印 

     

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社モンテカルロの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社モンテカルロ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から

固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    

   平成18年12月22日

株式会社モンテカルロ    

 代表取締役社長 森田 映一 殿  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笠原 壽太郎  印 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 世良 敏昭   印 

     

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社モンテカルロの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社モンテカルロ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    

   平成17年12月20日

株式会社モンテカルロ    

 代表取締役社長 森田 浩一 殿  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笠原 壽太郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 世良 敏昭   印 

     

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社モンテカルロの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第32期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社モンテカルロの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から固定資産

の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    

   平成18年12月22日

株式会社モンテカルロ    

 代表取締役社長 森田 映一 殿  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笠原 壽太郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 世良 敏昭   印 

     

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社モンテカルロの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社モンテカルロの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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